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よくあるお問い合わせ  

 

Ⅰ．申請書類の提出関係  

 

 ＱⅠ-1 申請を考えているが、どのようにしたらよいか。  

 

ＡⅠ-1 ＜令和７・８年度競争参加資格について＞  

     ２年に一度行われる定期審査におきまして、大臣官房予算課では、「建設工事」

「測量・建設コンサルタント等」共にインターネット一元受付を行っております。  

令和７・８年度のインターネット一元受付の申請期間は、令和７年１月 15 日に

終了しております。 

 

定期審査以外の申請については、郵送・電子メールでの申請をお願いします。  

 

    

 ＱⅠ-2 インターネット一元受付以外については、申請書はどこで入手するのか。  

 

ＡⅠ-2 農林水産省のＨＰからダウンロードしてください。（紙での直接配布は行っており

ません。）  

農林水産省本省ＴＯＰページ（https://www.maff.go.jp）の「申請・お問い合わせ」

→「調達情報・公表事項」→「入札参加資格関係」→「建設工事及び測量・建設コン

サルタント等関係」をご覧ください。  
 

 

 ＱⅠ-3 申請書類はどのように提出すればよいか。  

 

ＡⅠ-3 郵送の場合は、簡易書留等により、以下の送付先へ提出してください。  

できましたら、封筒の表書きに｢申請書在中｣とお書きください。  

送付先 〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１  

農林水産省 大臣官房予算課 営繕総括班 

 

電子メールの場合は、以下のメールアドレスへ提出してください。  

yosanka_eizen@maff.go.jp 

（注）電子メールで送付する場合の提出様式は PDF ファイル形式によるものとし、

容量が７MB を超えないものとします。なお、ファイルは容量が７MB を超える場

合を除き１つのファイルにまとめてください。 

 

 

ＱⅠ-4 過去に送付された「資格確認通知書」を紛失してしまったが、申請書類を提出す

ることはできるのか。 

 

ＡⅠ-4 提出できます。  

※再交付については、質問Ⅱ-4 参照  
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ＡⅠ-5 以下の算出方法により直前２ヶ年間の年間平均実績高としてください。  

  

 

Ⅱ．認定関係  

 

 ＱⅡ-1 定期受付に間に合わなかったが、今後、認定を受けることはできるのか。  

 

ＡⅡ-1 定期受付期間後の申請については、随時受付を行っています。郵送・電子メールで

の申請となります。申請書類については、定期受付と同じです。  

 

 

 ＱⅡ-2 随時受付において申請書類を提出したが、認定日はいつになるのか。また、認定

の通知はどのようにされるのか。  

 

ＡⅡ-2 随時受付において申請書類を提出された場合、令和７年５月以降の認定となりま

す。  

令和７年３月の受付を除き受付月の翌月中旬以降を目途に認定を行います。  

また、認定の通知は、「資格確認通知書」を郵送する方法により行います。  

 

 

 ＱⅡ-3 「資格確認通知書」が届かないが認定されなかったのか。  

 

ＡⅡ-3 認定の通知は、「資格確認通知書」により、申請書に記載された本社（本店）宛に

普通郵便にて郵送しております。通知書ははがきになります。  

審査が遅れている場合もありますので、認定の可否についてお問い合わせいただき、

発行済みである場合は、再度郵送いたします。  

 

 ＱⅠ-5 決算期を変更したため、審査基準日の直前２ヶ年に含まれる各営業年度の月数  

の合計が 24 か月に満たない場合（測量・建設コンサルタント等） 
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 ＱⅡ-4 「資格確認通知書」を紛失してしまったが再発行はしてもらえるのか。  

 

ＡⅡ-4 任意の様式で結構ですので、再発行願をご提出ください。  

 

 

 ＱⅡ-5 大臣官房予算課で認定された場合は、農林水産省全機関で認定されたこととなる

のか。  

 

ＡⅡ-5 なりません。 

地方農政局及び森林管理局等への登録を希望される場合は、各機関へ申請書をご提

出いただく必要があります。  

各機関の申請書様式は、農林水産省本省ＴＯＰページ（https://www.maff.go.jp）

「申請・お問い合わせ」→「調達情報・公表事項」→「入札参加資格関係」→「建設

工事及び測量・建設コンサルタント等関係」の下方に、それぞれ外部リンクがありま

すので、ご確認ください。 

 

 

 ＱⅡ-6 大臣官房予算課で認定をされた場合は、どの機関の入札に参加できるのか。  

 

ＡⅡ-6 大臣官房予算課以外では、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、動物医

薬品検査所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター、農林水産研修所、

農林水産政策研究所、北海道農政事務所、林野庁本庁（建築一式工事及び測量・コン

サルタント等契約に限る）及び水産庁です。  

 

 

 ＱⅡ-7 大臣官房予算課で認定をされた場合は、独立行政法人の入札に参加できるのか。  

 

ＡⅡ-7 独立行政法人でどのような取り扱いを行っているかはこちらではわかりかねます

ので、お手数ですが各独立行政法人の契約窓口へお問い合わせください。  

 

Ⅲ．変更届関係  

 

 ＱⅢ-1 変更届の様式はどこで入手できるか。  

 

ＡⅢ-1 当省のＨＰからダウンロードしてください。なお、他機関の様式を使用していただ

いても構いませんが、宛先を大臣官房参事官（経理）としていただくようお願いいた

します。  

農林水産省本省ＴＯＰページ（https://www.maff.go.jp）「申請・お問い合わせ」

→「調達情報・公表事項」→「入札参加資格関係」→「建設工事及び測量・建設コン

サル タント等関係」をご覧ください。  

 

 

 ＱⅢ-2 変更届の様式は、国土交通省の変更届様式又は統一様式を使用してもよいのか。  

 

ＡⅢ-2 国土交通省の変更届様式又は中央公共工事契約制度運用連絡協議会として申し合

わせた統一様式であっても提出することができます。  

ただし、これらの様式で提出する場合は、宛先は大臣官房参事官（経理）としてく

ださい。 
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 ＱⅢ-3 変更届はどのようにして提出すればよいか。また、提出部数は１部でよいか。  

 

ＡⅢ-3 郵送の場合は、下記送付先へ１部提出してください。  

できましたら、封筒の表書きに｢変更届在中｣とお書きください。  

送付先 〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１  

農林水産省 大臣官房予算課 営繕総括班 

 

電子メールの場合は、下記メールアドレスへ提出してください。 

yosanka_eizen@maff.go.jp 

（注）電子メールで送付する場合の提出様式は PDF ファイル形式によるものとし、

容量が７MB を超えないものとします。また、ファイルの容量が７MB を超えない

場合に限り、提出様式は１つのファイルにまとめてください。 

 

 

 ＱⅢ-4 変更届を郵送する際は、書留郵便でなくてはならないのか。  

 

ＡⅢ-4 普通郵便でも結構です。  

 

 

 ＱⅢ-5 変更届を提出した際に、受付印を押印したものを返送してもらえるのか。  

 

ＡⅢ-5 変更届を提出される際に、返信用のはがき又は受付印を押印する用紙（変更届の写

し又は任意の様式）と、返信用の封筒を同封していただければ返送いたします。 

    ※メールでの送付の場合、受領メール等行っていません。予めご了承ください。  

 

 

 ＱⅢ-6 変更届に添付する証明書類は何が必要となるのか。  

 

ＡⅢ-6 添付する証明書類は次のとおりとなります。  

 

 変 更 事 項  添 付 書 類  

 

 

 

 

法人  

 

 

 

 

 

本店住所  登記事項全部証明書の写し 

商号名又は名称  登記事項全部証明書の写し 

本店電話番号、FAX 番号、メールアドレス 不要  

本店代表者の氏名及び役職 登記事項全部証明書の写し 

本店の許可・登録の状況  許可・登録等の証明書の写し  

 

営業所の住所  

営業所の新設・閉鎖  

 

【建設工事】  

建設業許可関係の変更届書の写し等  

【測量・建設コンサルタント等】  

登記事項証明書、許可・登録等の変更

届の写し等  

 

個人  

 

住所  住民票の写し  

氏名  戸籍謄本(又は抄本)の写し  

許可・登録の状況  許可・登録等の証明書の写し  

 

ＪＶ  

代表会社の代表者氏名、住所、商号又は名称  登記事項全部証明書の写し 

電話番号、FAX 番号、メールアドレス  不要  

※JV については建設工事のみが対象となります。  
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 ＱⅢ-7 変更届に添付する証明書類は有効期間があるのか。  

 

ＡⅢ-7 変更届を提出する日以前３ヶ月以内に証明を受けたものが有効となります。  

 

 

 ＱⅢ-8 市町村合併に伴い住所が変更となったが変更届の提出は必要か。  

 

ＡⅢ-8 必要です。  

添付書類は、登記事項証明書の写し又は市町村からの住居表示変更の通知の写しと

なります。  

 

 

 ＱⅢ-9 インターネット方式で申請をしたが、変更届についてもインターネット方式で提

出することはできるか。  

 

ＡⅢ-9 提出できません。 

インターネット方式による申請は、定期受付のみとなっております。このため変更

届は、インターネット方式により申請した全ての機関に対し、それぞれ提出する必要

があります。また、当省へは郵送・電子メールにより変更届を提出することとなりま

すが、他の機関の提出方式については、それぞれの機関へお問い合わせ願います。  

 

 

 ＱⅢ-10 代表者印が変更となったが変更届の提出は必要か。  

 

ＡⅢ-10 提出は不要です。  

 

 

 ＱⅢ-11 申請書類を提出したが、「資格確認通知書」が郵送される前に申請内容に変更が

生じた。この場合の取扱いはどうしたらよいか。  

 

ＡⅢ-11 変更届に、該当する変更事項を記載し、必要となる証明書等の写しを添付して速

やかに提出してください。 

 

 

 ＱⅢ-12 行政書士を申請代理人として変更届を提出することはできるのか。  

 

ＡⅢ-12 提出できます。  

この場合、変更届に申請代理人の連絡先及び氏名を欄外の余白に記載して提出し

てください。なお、申請代理人の委任状は不要です。  

 

 

 ＱⅢ-13 業種の追加をしたいが変更届の提出でできるのか。  

 

ＡⅢ-13 できません。  

新規の申請と同様の手続きとなります。  
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Ⅳ．納税証明書関係  

 

 ＱⅣ-1 他の機関では納税証明書（その１）で申請書類を受理されたが、農林水産省大臣

官房予算課でも同様の取扱いなのか。  

 

ＡⅣ-1 当省では、申請者の所管する税務署が証明する納税証明書（その３の３、その３の

２、又はその３）以外では申請書類を受理できません。なお、納税証明書は写し（コ

ピーされたもの）で結構です。  

個人の場合 納税証明書（その３の２）  

（申告所得税並びに消費税及び地方消費税の未納がない旨の証明）  

法人の場合 納税証明書（その３の３）  

（法人税並びに消費税及び地方消費税の未納がない旨の証明）  

※申請書類を提出する日以前３ヶ月以内に証明されたものが有効となります。  

上記納税証明書であれば１枚で足ります。  

 

 

 ＱⅣ-2 納税証明書は写しでよいのか。  

 

ＡⅣ-2 写しで結構です。 

 

 

 ＱⅣ-3 提出する納税証明書には有効期限があるのか。  

 

ＡⅣ-3 申請書類を提出する日以前３ヶ月以内に証明を受けたものが有効となります。  

 


